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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第48期
第１四半期
累計期間

第49期
第１四半期
累計期間

第48期

会計期間

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成25年
４月１日
至平成25年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成25年
３月31日

売上高（百万円） 18,222 9,639 46,991

経常利益（百万円） 4,804 1,163 6,317

四半期（当期）純利益（百万円） 1,994 772 3,123

持分法を適用した場合の投資利益（百万円） ― ― ―

資本金（百万円） 3,281 3,281 3,281

発行済株式総数（株） 254,955 254,955 254,955

純資産額（百万円） 45,192 46,363 45,779

総資産額（百万円） 61,123 56,304 54,666

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 8,010.053,101.1112,545.94

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― ― ―

１株当たり配当額（円） ― ― 5,000

自己資本比率（％） 73.9 82.3 83.7

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △2,699 1,052 2,554

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △1,232 △210 △2,679

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △516 △570 △1,183

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（百万円）
24,292 27,702 27,431

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社の損益等からみて重要性が乏しいものとして記載を

省略しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1）業績

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州の財政不安や新興国の成長鈍化、また為替や株式市場が大き

く変動するなど、先行き不透明な状況で推移いたしましたが、政府による経済対策や日銀の金融政策などを背景に、

円安・株高が進み、企業業績や消費動向が改善するなど景気回復に向けた動きが見られました。

パチンコホール業界におきましては、消費者のレジャーに対する支出の増加は限定的であり、パチンコホール全

体の経営環境は厳しい状況にあります。パチンコ遊技機では、低貸玉営業での遊技機の設置比率が上昇するととも

に、従来からの営業形態での集客や稼働は低調な動きとなり、収益面では厳しい状況が続いております。このため、

遊技機の購入につきましても慎重な姿勢により、話題性があり安定稼働が見込める機種に需要が集中いたしまし

た。

一方、パチスロ遊技機では、人気シリーズの後継機種の需要は堅調に推移したものの、稼働や収益面は伸び悩みを

見せております。

このような状況のもと当社は、「稼働本位」「流行創出」を当期の事業方針に揚げ、パチンコファンの皆様に長

期間楽しんでいただける「オモシロさ」にこだわり、新規性や独自性の追求などによる商品力の向上とともに、幅

広いファン層に対応した販売ラインナップの充実に取り組んでおります。

パチンコ遊技機につきましては、国民的まんがをモチーフにした機種を市場投入したほか、前事業年度発売機種

のシリーズとして手軽に安く遊べるタイプなどを追加発売し、販売活動は順調に推移いたしました。

なお、平成25年６月に発売しました「ＣＲ呪怨」につきましては、パチンコホールから注目を集めており、受注活

動は順調に推移しております。

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績につきましては、売上高96億39百万円（対前年同期比47.1％減）、営業

利益11億21百万円（同76.5％減）、経常利益11億63百万円（同75.8％減）、四半期純利益７億72百万円（同61.3％

減）となりました。

 

※製品別の状況は次のとおりであります。

 

（パチンコ遊技機）

パチンコ遊技機につきましては、新規タイトルとして「ＣＲゲゲゲの鬼太郎　地獄からの使者」（平成25年４月

発売）を市場投入したほか、前事業年度発売機種の手軽に安く遊べるタイプ（ＣＲ龍玉八犬伝）を追加発売いたし

ました。

以上の結果、販売台数は29千台（対前年同期比45.1％減）、売上高96億39百万円（同46.0％減）となりました。

 

（パチスロ遊技機）

パチスロ遊技機では、当第１四半期累計期間につきましては新機種の発売はありませんでした。
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(2）キャッシュ・フロー

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ２億70百

万円増加し277億２百万円となりました。

 

当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、10億52百万円（前年同期は26億99百万円の資金の減少）となりました。

これは主に、税引前四半期純利益11億63百万円、仕入債務の増加額14億71百万円などが増加の要因であり、法人税等

の支払額10億46百万円、たな卸資産の増加額６億84百万円などが減少の要因であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、２億10百万円（前年同期は12億32百万円の資金の減少）となりました。

これは主に、有価証券の償還による収入90百万円などが増加の要因であり、有形固定資産の取得による支出２億96

百万円などが減少の要因であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、５億70百万円（前年同期は５億16百万円の資金の減少）となりました。

これは、配当金の支払によるものであります。

 

(3）事業上および財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業上および財務上の対処すべき課題はありません。

 

(4）研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、19億51百万円であります。

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 800,000

計 800,000

（注）平成25年５月10日開催の取締役会決議により、平成25年10月１日を効力発生日として、株式の分割（１株につき

100株の割合）に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は800,000株から79,200,000株増加し、80,000,000

株となります。

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 254,955 254,955

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

当社は単元株

制度は採用し

ておりません。

計 254,955 254,955 － －

（注）平成25年５月10日開催の取締役会決議により、平成25年10月１日を効力発生日として、１株を100株に分割すると

ともに１単元の株式数を100株とする単元株制度を採用いたします。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成25年４月１日～

平成25年６月30日
― 254,955 ― 3,281 ― 3,228

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

 平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　6,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　248,955 248,955 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 254,955 － －

総株主の議決権 － 248,955 －

 

②【自己株式等】

 平成25年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合
（％）

株式会社 藤商事
大阪市中央区内本町

一丁目１番４号
6,000 － 6,000 2.35

計 － 6,000 － 6,000 2.35

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第２項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）および第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表

について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金およびキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政

状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準および利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準 0.0％

売上高基準 0.0％

利益基準 0.0％

利益剰余金基準 0.0％
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 27,682 27,952

受取手形及び売掛金 ※3
 3,871

※3
 4,133

有価証券 691 801

商品及び製品 5 8

原材料及び貯蔵品 3,053 3,735

前渡金 4,141 4,324

繰延税金資産 2,200 2,208

その他 117 220

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 41,759 43,380

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,995 1,959

機械及び装置（純額） 273 249

工具、器具及び備品（純額） 980 863

土地 3,231 3,231

その他（純額） 54 55

有形固定資産合計 6,536 6,359

無形固定資産 190 180

投資その他の資産

長期前払費用 1,660 1,719

その他 4,885 5,029

貸倒引当金 △365 △364

投資その他の資産合計 6,180 6,383

固定資産合計 12,907 12,923

資産合計 54,666 56,304
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,478 5,733

未払法人税等 1,072 277

未払消費税等 6 84

賞与引当金 447 260

役員賞与引当金 150 －

その他 1,115 1,919

流動負債合計 7,271 8,275

固定負債

退職給付引当金 788 793

その他 827 871

固定負債合計 1,615 1,665

負債合計 8,887 9,941

純資産の部

株主資本

資本金 3,281 3,281

資本剰余金 3,258 3,258

利益剰余金 39,571 39,721

自己株式 △486 △486

株主資本合計 45,624 45,774

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 155 589

評価・換算差額等合計 155 589

純資産合計 45,779 46,363

負債純資産合計 54,666 56,304
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 18,222 9,639

売上原価 9,376 4,752

売上総利益 8,846 4,886

販売費及び一般管理費 4,078 3,765

営業利益 4,768 1,121

営業外収益

受取配当金 18 26

受取賃貸料 4 4

利用分量配当金 10 10

受取ロイヤリティー 5 1

その他 6 9

営業外収益合計 46 53

営業外費用

シンジケートローン手数料 7 7

賃貸収入原価 1 1

その他 1 2

営業外費用合計 10 10

経常利益 4,804 1,163

特別利益

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 － 0

減損損失 850 －

特別損失合計 850 0

税引前四半期純利益 3,953 1,163

法人税、住民税及び事業税 1,988 266

法人税等調整額 △29 125

法人税等合計 1,959 391

四半期純利益 1,994 772
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 3,953 1,163

減価償却費 321 349

減損損失 850 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △233 △187

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △180 △150

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 4

受取利息及び受取配当金 △23 △31

固定資産売却損益（△は益） 0 △0

固定資産除却損 － 0

売上債権の増減額（△は増加） △6,857 △262

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,898 △684

前渡金の増減額（△は増加） 120 △182

長期前払費用の増減額（△は増加） △213 △44

仕入債務の増減額（△は減少） 4,115 1,471

未払金の増減額（△は減少） 675 353

未払消費税等の増減額（△は減少） △384 78

その他 421 193

小計 683 2,069

利息及び配当金の受取額 31 29

法人税等の支払額 △3,414 △1,046

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,699 1,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 － 90

有形固定資産の取得による支出 △386 △296

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △31 △2

投資有価証券の取得による支出 △814 △0

その他の支出 △1 △3

その他の収入 1 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,232 △210

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △516 △570

財務活動によるキャッシュ・フロー △516 △570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,447 270

現金及び現金同等物の期首残高 28,740 27,431

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 24,292

※
 27,702
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【注記事項】

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

 

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

株式の分割および単元株制度の採用

当社は、平成25年５月10日開催の取締役会において、株式の分割の実施および単元株制度の採用について、下記

のとおり決議いたしました。

 

１．株式の分割および単元株制度採用の目的

全国証券取引所が、平成19年11月27日に公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を踏まえ、

当社株式を上場している証券市場の利便性・流動性の向上に資するため、１株を100株に分割するとともに、

１単元の株式数を100株とする単元株制度の採用を行います。

なお、本株式の分割および単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変更はありません。

 

２．株式の分割の概要

（1）分割の方法

平成25年９月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株

式を１株につき100株の割合をもって分割いたします。

（2）分割により増加する株式数

①　株式の分割前の発行済株式総数　　　　 254,955株

②　株式の分割により増加する株式数　　25,240,545株

③　株式の分割後の発行済株式総数　　　25,495,500株

④　株式の分割後の発行可能株式数　　　80,000,000株

（3）分割の日程

①　基準日公告日　平成25年９月13日

②　基準日　　　　平成25年９月30日

③　効力発生日　　平成25年10月１日

 

３．単元株制度の採用

（1）新設する単元株式の数

「２．株式の分割の概要」の効力発生日である平成25年10月１日をもって単元株制度を採用し、単元株

式数を100株とします。

（2）新設の日程

効力発生日　平成25年10月１日

 

４．１株当たり情報に及ぼす影響

当該株式の分割が前期首に行われたと仮定した場合の、前第１四半期累計期間および当第１四半期累計期

間の１株当たり情報は、以下のとおりとなります。

１株当たり四半期純利益金額

前第１四半期累計期間　　80円10銭

当第１四半期累計期間　　31円１銭
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（四半期貸借対照表関係）

１　偶発債務

得意先の分割支払債務に対するリース会社への保証は、次のとおりであります。

債務保証

 
前事業年度

（平成25年３月31日）

当第１四半期会計期間

（平成25年６月30日）

 取引先　41社 38百万円 取引先　45社 41百万円

 

２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。　

 
前事業年度

（平成25年３月31日）

当第１四半期会計期間

（平成25年６月30日）

貸出コミットメントの総額 10,000百万円 10,000百万円

借入実行残高 － －

差引額 10,000 10,000

 

※３　期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当第１四半期会

計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が当第１四半期末残高に含まれておりま

す。

 
前事業年度

（平成25年３月31日）

当第１四半期会計期間

（平成25年６月30日）

受取手形 425百万円 206百万円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであ

ります。

 
前第１四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

現金及び預金勘定 24,292百万円 27,952百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 －百万円 △250百万円

現金及び現金同等物 24,292 27,702

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日

定時株主総会
普通株式 560 2,250平成24年３月31日平成24年６月27日利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 622 2,500平成25年３月31日平成25年６月27日利益剰余金
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（金融商品関係）

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

（有価証券関係）

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

（デリバティブ取引関係）

四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

（持分法損益等）

当社では、関連会社の損益等からみて重要性が乏しいものとして記載を省略しております。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）および当第１四半期累計期間（自平成

25年４月１日　至平成25年６月30日）

当社は、遊技機事業の単一セグメントにより構成されており、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 8,010円5銭 3,101円11銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 1,994 772

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,994 772

普通株式の期中平均株式数（株） 248,955 248,955

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社藤商事(E02488)

四半期報告書

14/17



２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月８日

株式会社藤商事

取締役会　御中

新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山本　操司　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 笹山　直孝　　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社藤商事の

平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第49期事業年度の第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社藤商事の平成25年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２. 四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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